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 今年は２年に１回実施される診療報酬改定が施行される年になり、前回から施行実施が４月から６月

になりました。現時点での詳細は分かりませんが、私の立場では医療現場を離れると診療報酬改定は薬

局経営の視点から私も含めた患者負担の視点へと変わってきます。改めて患者目線で現時点(２０２６

年１月)での診療報酬の改定状況を見てみたいと思います。 

１）全体の診療報酬改定率                             

全体の２０２６年度診療報酬改定の改定率は２０２５年１２月２３日閣議で正式に決定されました。

本体報酬(技術料や人件費)はプラス３．０９％となり医療関係者には本体の３％越えの改定は１９９６

年以来の実に３０年ぶりの歴史的なプラスの大改定と言われており吉報と言えます。このプラス分が医

科、歯科、薬科(調剤報酬)にどのように振り分けられるかは現時点では分かりませんが患者負担が増加

する要因になります。一方、薬価・材料費はマイナス０．８７％となりました。これは患者負担の減少

につながりますが全体としては差し引き２．２２％のプラス改定となるため、この％分が平均としての

患者負担の増加になります。製薬企業の立場からすると薬価・材料費の減少は収益減につながるため痛

い改定となります。将来的な医薬品供給不足や新薬開発の停滞にならないかと心配になります。 

２）２０２５年度国民医療費                            

 診療報酬改定の理解には直近の国民医療費が参考になります。現時点では２０２５年度の国民医療費

の総額は分かりませんが厚生労働省は令和７年１０月１０日に令和５(２０２３)年度国民医療費の概

況を発表しています。正式にまとめるために２年近く要するのは歯がゆいところですが、それによると 

1.２０２３(令和５)年度の国民医療費の総額 

  ４８兆９１５億円（２０２２年度が４６兆６９６７億円だったので３％増） 

2.２０２３年度の国民医療費の財源の内訳(％) 

医療保険料：５０．２％、国庫：２４．８％、地方：１２．７％、 

患者負担 ：１１．８％、その他：０．５％ 

※その他とは：公害健康被害等、健康被害救済給付、自動車損害賠償責任の支払い。 

＊国庫および地方とは：最終的に国税および地方税と解釈。 

3.２０２６年度の国民医療費の総額予測 

これも正式には発表されていませんが、これまでの国民医療費の増加から考えると２０２６年度の

国民医療費は５２兆円前後になると予想されます。今回の診療報酬のベースとなる金額が２０２３年

度の４８兆円と２０２６年度予測の５２兆円の間をとって５０兆円とすると、本体報酬のプラス３．

０９％は１．５５兆円、薬価・材料のマイナス０．８７％は０．４４兆円で差し引き約１．１兆円の

増加分を上記財源で分担することになります。その増加分が医療保険料の値上げや税金の値上げ、自

己負担の値上げという形で患者に跳ね返ってくるという構図が浮かび上がります。 

３）２０２６年度診療報酬改定の内訳                        

 これまでの発表から本体報酬分と薬価・材料分の診療報酬の内訳は以下のようになっています。 

①本体報酬３．０９％アップの内訳 
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 ・賃上げ対応 １．７０％ 

    医療従事者の給与水準を全産業平均に追いつかせるための原資。 

 ・物価高騰対応 ０．７６％ 

    医療機関での大型医療機器の維持管理、消耗品への対応など。 

 ・経営環境悪化への緊急対応 ０．４４％ 

    前回改定以降の急激なインフレで生じた過去２年間分の持ち出し分への対応。 

 ・食費・光熱水費対応 ０．０９％ 

    入院時食事療養費と光熱水費の引き上げに伴う公費負担増加への対応。 

 ・通常改定分 ０．２５％                        

    地域包括ケアシステムの深化、医療ＤＸ推進、救急医療体制強化対応技術料引き上げ。    

 ・マイナス要因 －０．１５％ 

    後発医薬品利用促進、リフィル処方箋・長期処方活用、在宅医療・訪問看護適正化に要する財

源確保のための捻出 →適正化という言葉はマイナスになると考えて良さそうです。 

      ☛マイナス要因と合せて±３．０９％のアップとなる 

②薬価・材料価格０．８７％マイナスの内訳(市場での実勢取引価格の乖離分を埋める目的) 

 ・薬価：マイナス０．８６％減、材料価格：マイナス０．０１％減 

４）２０２６年度改定の最大の特徴：２段階に分けた診療報酬改定           

 今回改定の最大の特徴として２年度に分けて改定率を分散させた点が挙げられます。２０２６年度を

プラス２．４１％、２０２７年度をプラス３．７７％→２年平均で３．０９％アップとしています。  

目的 1. 持続的な賃上げと物価上昇への動的対応。経済実情に合わせて徐々に引き上げて医療機関が安

心して恒久的なベースアップに対応できる効果。 

目的 2. 初年度からの高い改定率を適用による保険料負担や国庫負担が急激な増加の緩和。 

目的 3. 予備費的な機能の確保。２０２７年度でのさらなる調整の余地を残す。 

５）ＯＴＣ類似医薬品の取り扱い(→患者負担は増加する)               

 処方箋無しで薬局で買える医療用と同じ成分の薬で７７成分、約１１００品目が対象になります。計

算方法は薬価の２５％を特別料金として自己負担(別途消費税負担あり)し、残りの７５％を通常の保険

適用として計算され、２０２６年１０月頃を導入予定としています。軽微な症状であればこの方法にな

りますが医学的な必要性の高い場合は従来通りの保険が適用される見込みです。 

 一例をあげると１ヶ月薬価総額が２，０００円のヘパリン類似物質が処方された場合、３割負担であ

れば６００円の自己負担でしたが、新制度では特別料金は２，０００円の内２５％の５００円＋消費税

５０円となり、残り７５％の１，５００円分が保険扱いの４５０円で合せて１，０００円になります。

従来の６００円から新制度では約１．７倍の患者負担増になります。一方保険からの拠出は１，０５０

円と従来から３５０円の負担減となり、かつ消費税５０円が国に入ってくる仕組みになります。  

６）医療保険での患者一部負担金について(→患者負担は減少する可能性も？)      

 患者さんがどのような治療費を支払っていたかに左右されますが、ざっくり平均的に考えると 

一部負担対象＝(医療機関での治療費＋薬局での技術料)×１．０３０９＋薬剤料×０．９９１３ 

現在２割負担の人の前項部分が６００円、薬剤料が１２，３００円で合計１２，９００円の場合は 

６１８．５４円＋１２１９２．９９円＝１２，８１２円となりわずかですが８９円負担が減ります。 

保険薬局では平均して技術料：薬剤料は１：３と薬剤料比率が高いため、今回の改定でも薬剤料減の影

響が強くでて患者負担は多少でも減る可能性があります。いずれにせよまだ詳細が掴めない段階なので

今後の動向に注目しましょう。                            (終わり) 


